




2 デジタルアーカイブとは

(1)デジタルアーカイブ（digital archive）とは

 デジタルアーカイブは，公的な博物館，図書館，文書館の収蔵資
料だけでなく，自治体、企業の文書・設計図・映像資料などを含
め

 有形・無形の文化・産業資源等をデジタル化し，保存･活用するシ
ステム

 高度情報化社会において、日本の目指している知識基盤社会を支
える各分野でデジタルアーカイブの充実が求められる。

 デジタルアーキビストは、デジタルアーカイブ化を企画・開発・
活用促進する技能を持った人材



博物館や図書館はアーカイブ・情報を収集し提供する場

 梅棹忠夫は，博物館の基本的機能を「情報産
業」とし、資料収集より，広く情報を収集す
るところとし広義にとらえた。

 これは，アーカイブズの役目を持っているこ
とであり，集積された情報を引き出す活動・
システムが「知的生産の技術」、つまり、ナ
レッジマネジメントである。

 そのため、1971年，他の博物館に先駆け国立
民族学博物館に情報管理部門を設け，コン
ピュータの導入により資料のデータベース化
を行った。

 さらに，制作･収集した大規模なアナログ映像
資料を「ビデオテーク」として提供したこと
は，デジタルアーカイブの先駆的モデルとい
える。

国立民族学博物館ビデオテーク



3 デジタルアーカイブの特色

 デジタルアーカイブは，それまで紙や写真など別々に保存さ
れていたメディアをデジタル録化することにより，多様な形
態のデータを統合的に保存管理することを可能にした。

 さらに，利用者の求めに応じ，多様なメディアを駆使し各
データに関係性を持たせて提供することができる特色がある。



①デジタルアーカイブの対象とする情報

 これまでデジタルアーカイブの対象は，文化財，文化活動等
の実物が中心

 しかし，情報化社会において，継承すべき情報源は多様化し
ており，現状では大きく実物・体験，証言・口承（オーラル
ヒストリー・エスノグラフィー），印刷物，通信（インター
ネット，テレビ，ラジオ），デジタルメディアとして把握

 これらの対象を情報源として，動画，静止画，文章，音声，
数値などのデジタルデータを作成しアーカイブとして統合的
に蓄積し、ニーズに応じたメディアとして提供することが特
色



②多様なデータを関連付ける

 膨大なデジタルデータを収集したとしても，このままでは巨
大な情報の中から利用者が求めるデータを取り出すことはで
きない。

 そのため，内容分類や作者，作成日時，保存場所等のメタ・
二次情報を付与することにより，大量のデータの中から，特
定のテーマに関連付けられ多様なメディアで存在している
データを，的確に探し出し活用をスムーズにする特色がある



4  デジタルアーカイブの事例Ⅰ



事例Ⅱ



事例Ⅲ
国立科学博物館
デジタル学習コンテンツ



• Google Cultural Instituteは世界の博物館・美術館・ギャラリー・アーカ
イブと提携し、コレクションや館内をインターネット上で見て回れる。

• Googleは、各文化施設に公開プラットフォームを提供する代わりに，デー
タの提供を呼びかけている。

事例Ⅳ



事例Ⅴ Europeana‐ヨーロッパのオープンデータ‐

•ヨーロッパ各地から約
5,414万件の作品、工芸

品、書籍、ビデオ、サウ
ンド（静止画、動画、音
声、テキスト）を検索
（2017年3月現在）日本語で検
索することも可能



事例Ⅵ GBIF国際的な生物多様性情報ネットワーク
（8億5千万件のビッグデータは人々の生活を守る）





感染症(マラリア）を媒介するハマダラカの分布



事例Ⅶグーグルマップ・アース（地理情報）

＊国土地理院のデータで3Dプリンターから立体地図を作成することも可能



事例Ⅷ青空文庫（本のデジタルアーカイブ）

１９９７年富田氏が中心と
なって活動開始
収録作品数：13811
（著作権なし：13543、著作
権あり：268）
著作権が切れたパブリックド
メイン（CCO)は自由利用が可
能



事例Ⅸ
鳥類音声データベース（音のデジタルアーカイブ）

自然史系博物館では生物や鉱物の標本に
関する情報をデータベース化し、公開して
いるのが一般的である。
しかし、生物やその進化の理解には、標

本から得られる形態の情報だけではなく、
行動や生態に関する情報が重要である。例
えば、別種かどうかを判定する基本的な概
念は生殖隔離であるが、それは交尾器の形
態だけではなく、繁殖の時期や求愛行動の
違いから判断する必要がある。
国立科学博物館では、鳥類音声のデータ

ベースを構築し公開している。これは、種
認知に関わるさえずりの個体変異・地理的
変異を収録したものである。

濱尾章二 / 国立科学博物館 動物研究部



 「魚類写真データベース」は、
国立科学博物館と神奈川県立生
命の星・地球博物館の魚類分類
研究者が共同で開発した。

 博物館や大学などの研究機関だ
けでなく，600人以上の一般ダイ
バーから提供された約10万件件
の映像により構成されオープン
データ化されている。

 日本の自然史上最大の市民参加
型デジタルアーカイブであり，
月に約10万件（2014年3月現在）
のアクセスがある。

事例Ⅹ 市民参加型画像デジタルアーカイブ







事例ⅫI マンガ図書館Z



5 デジタルアーカイブは知識基盤社会への貢献

 パソコンやiPadなど携帯情報端末とそれらを結ぶ高速ネット
ワークが一般家庭や個人まで普及した高度情報化社会の到来に
より，

 知的財産権の処理を行った、特にオープンデータ化を行ったデ
ジタルアーカイブは，ネットワークを通じた公開より，人類共
通の知的資産・遺産として広く活用できる。

 博物館や図書館に集積された情報を積極的にデジタルアーカイ
ブ化し公開することは，知識基盤社会への大きな貢献となる。

 企業･自治体にあっては、デジタルアーカイブ化による生産性の
向上に貢献するだけでなく、訴訟や災害時の事業継続マネジメ
ントに資する。



6 人材育成

 デジタルアーカイブを開発し，管理し，人々の利用に供するた
めには，それらの責務を担う人材の教育が必要である。

 この人材育成に早くから取り組んだ岐阜女子大学は，文部科学
省の現代的教育ニーズ取組支援プログラムの選定を，2004年よ
り1期「デジタル・アーキビストの育成」として大学生，2期
「社会人のためのデジタル・アーキビスト教育プログラム」と
して社会人，3期「実践力のある上級デジタルアーキビスト育
成」として大学院生を対象として3期連続で受け，デジタルアー
カイブの理論と教育カリキュラム開発に着手した。

 その成果を受け，2006年特定非営利活動法人日本デジタル・
アーキビスト資格認定機構が誕生し，人材養成が始まった。

 2017年10月現在，全国で7大学を含む10養成機関により人材育
成が行われ，3,900人が資格を取得している。



カリュキュラムは次の3分野で構成
 文化の理解

各文化資料に関する収集・保管等の価値
判断をする能力を育成する。

 情報の記録と利用

情報の収集・記録・管理・利用等多様な
情報活用を行う上で必要とされるデジタ
ル化の技術を習得する。

 法と倫理

デジタル時代にふさわしい著作権・個人
情報・プライバシー等に配慮し資料を処
理する能力を育成する。





8 デジタルアーカイブの新しい担い手

 伝統技術の伝承者のためのデジタルアーカイブ開発

機織機に使用されている竹筬の製作者が途絶え、その復元のため全国
を調査しデジタルアーカイブしたデータをもとに、制作を行っている。
さらに、畳の技術普及をサポートしている。日本織物文化研究会、金
城弥生氏

 地域のコンテンツを観光に活かす

小浜市や高山市などの自治体では、保存しているコンテンツを活かし
て観光用タブレット端末を貸し出している。スマホアプリも増加。

 DNAデータを活かして絶滅危惧種の保全

神戸大学の源利文氏らは、DNAデータの蓄積をベースに、水中の環境
DNA 分析を利用した生物のモニタリングを行っている。

➡ イノベーションは新結合である。（シュンペーター）



9  デジタルアーカイブの課題
9.1  ユニバーサルデザインの実現

 ナレッジベースとしてのデジタルアーカイブは,アクセシ
ビリティー,ユーザビリティーを,高次元でのユニバーサルデ
ザインで実現することが望ましい。

 ユニバーサルデザインは、障害者や高齢者、外国人など身
体的・文化的弱者を計画段階から参画させたワークショップ
を通じて具体的にシステム・モノづくりを行うインクルーシ
ブデザインの手法が望まれる。

 この手法で開発されたシステムやプロダクトは、既成概念
を壊したところから生み出されており、一般の市民にとって
も利用しやすい、使いやすいものとなる。



9.2 オープンデータとしての実現

 デジタルアーカイブはオープンデータとしての性格を有するこ
とが求められる。

 オープンデータとは機械判読に適したデータ,二次利用が可能
なデータとされている。



①機械判読に適したデータ

 数値などファクトデータを意識したものであるが,初期のPDFや
JPEGによる提供

 次いで,利用者の興味関心･分析の方法,提示の自由度を担保す
るため,ワード,エクセルでの提供

 さらに,オープンに利用できるフォーマットCSVデータなどの提
供

 分散型データベースでの串刺し検索の実現



②二次利用が可能なデータ

 著作権人格権の不行使等の自由利用を,営利・非営利にかかわ
らず担保すること。肖像権,プライバシーをクリアしたデータ
の提供が必要

 文化庁の推奨する「自由利用マーク」や「クリエイティブコモ
ンズ」は著作権だけを対象にしており,肖像権,プライバシーを
カバーしていないことに留意

 地図や緯度経度・住居表示など地理情報の公開による,盗掘･盗
難,居住地による差別など倫理に配慮したガイドラインが各分
野で必要



社会の多様なセクターでデジタルアーカイブ
が作られ充実することで、新しい社会基盤が
生まれる

CGM（Consumer Generated Media）から

CGDA （Consumer Generated DigitalArchive)
の時代へ


